
愛媛県規則第６号
保健婦助産婦看護婦法施行細則の一部を改正する規則を次

のように定める。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

保健婦助産婦看護婦法施行細則の一部を改正する規則

保健婦助産婦看護婦法施行細則（昭和５７年愛媛県規則第２０

号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

保健師助産師看護師法施行細則

第１条中「保健婦助産婦看護婦法施行令」を「保健師助産

師看護師法施行令」に、「保健婦助産婦看護婦法施行規則」

を「保健師助産師看護師法施行規則」に、「保健婦助産婦看

護婦法（」を「保健師助産師看護師法（」に改める。

第２条の表１の項右欄の欄中「准看護婦免許申請書」を「

准看護師免許申請書」に改め、同表２の項同欄中「准看護婦

籍登録抹消申請書」を「准看護師籍登録抹消申請書」に改め

、同表３の項同欄中「准看護婦試験願書」を「准看護師試験

願書」に改める。

第３条の表１の項左欄の欄中「准看護婦籍」を「准看護師

籍」に改め、同項右欄の欄中「准看護婦籍訂正・免許証書換

え交付申請書」を「准看護師籍訂正・免許証書換え交付申請

書」に改め、同表２の項左欄の欄中「准看護婦籍」を「准看

護師籍」に改め、同項右欄の欄中「准看護婦籍登録抹消申請

書」を「准看護師籍登録抹消申請書」に改め、同表３の項同

欄中「准看護婦籍訂正・免許証書換え交付申請書」を「准看

護師籍訂正・免許証書換え交付申請書」に改め、同表４の項

同欄中「准看護婦免許証再交付申請書」を「准看護師免許証

再交付申請書」に改め、同表５の項同欄中「准看護婦免許証

返納書」を「准看護師免許証返納書」に改め、同表７の項同

欄中「准看護婦試験合格証明書交付申請書」を「准看護師試

験合格証明書交付申請書」に改める。

様式第１号中「准看護婦免許申請書」を「准看護師免許申

請書」に改め、同様式１中「准看護婦試験」を「准看護師試

験」に改め、同様式３中「准看護婦」を「准看護師」に改め

、同様式注２�中「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改
める。

様式第２号中「准看護婦籍登録抹消申請書」を「准看護師
そう

籍登録抹消申請書」に、「３２失そう」を「３２失踪」に改め、
そう

同様式注１�及び２中「失そう」を「失踪」に改める。
様式第３号中「准看護婦試験願書」を「准看護師試験願書

」に改め、同様式注１中「准看護婦試験」を「准看護師試験

」に、「准看護婦学校」を「准看護師学校」に改める。

様式第４号中「准看護婦籍訂正・免許証書換え交付申請書
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」を「准看護師籍訂正・免許証書換え交付申請書」に改める

。

様式第５号中「准看護婦免許証再交付申請書」を「准看護
き

師免許証再交付申請書」に、「２２ 毀損」を「２２ 損傷」に

、「准看護婦試験」を「准看護師試験」に改め、同様式注２
き

中「毀損した」を「損傷した」に改める。

様式第６号中「准看護婦免許証返納書」を「准看護師免許

証返納書」に改める。

様式第８号中「准看護婦試験合格証明書交付申請書」を「

准看護師試験合格証明書交付申請書」に、「愛媛県准看護婦

試験」を「愛媛県准看護師試験」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の際現に改正前の保健婦助産婦看護婦法施

行細則（以下「旧規則」という。）様式第１号、様式第２

号、様式第４号、様式第５号及び様式第８号の規定により

提出されている書類は、改正後の保健師助産師看護師法施

行細則様式第１号、様式第２号、様式第４号、様式第５号

及び様式第８号の規定により提出された書類とみなす。

３ この規則施行の際現にある旧規則様式第１号から様式第

６号まで及び様式第８号の規定による書類の用紙は、当分

の間、これを訂正して使用することができる。

�������
愛媛県告示第４２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、内海村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、内海村の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
愛媛県告示第４２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、内海村長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４１９号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４２２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部商工流通課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

パーソナルコンピュータ ２１０台
愛媛県総務部総務
管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１４年２月１日
日本電気株式会社松
山支店
松山市一番町一丁目
１５番地２

３０，０３０，０００円 一般競争入札 平成１３年１２月２１日

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

内海村油袋５１９の１、５１９の３、５２３の１、５２３の２
、５３０の１から５３０の４まで、５３０の７、５３０の８、
５３１の１及び５３１の３の地先

３，９２８．４４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

油袋 内海村油袋５１９の１、５１９の３、５２３の１、
５２３の２、５３０の１から５３０の４まで、５３０
の７、５３０の８、５３１の１及び５３１の３の
地先公有水面埋立地

３，９２８．４４

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオン新居浜ショッピ
ングセンター

新居浜市前田町７５４
番地２

大規模小売店舗において小
売業を行う者の名称 ジャスコ株式会社 イオン株式会社 平成１３年

８月２１日
平成１４年
２月１４日

��������������
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する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び西条地方局産業経済部商工

労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

愛媛県告示第４２３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び西条地方局

産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び西条地方局産業経済部商工

労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

愛媛県告示第４２４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局

産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工

労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

イオン新居浜ショッピ
ングセンター

新居浜市前田町７５４
番地２

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前８時３０分から
午後１１時まで

午前８時３０分から
午後１１時３０分まで

平成１４年
２月１５日

平成１４年
２月１４日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ディックナーサリー松
山南店

松山市朝生田町５４０
番地１

駐車場の自動車の出入口の
数 ３か所 ４か所 平成１４年

３月２１日
平成１４年
２月１５日
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愛媛県告示第４２５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底び

き網漁業の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のよう

に定める。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１４年３月１日から１４日まで

�������
愛媛県告示第４２７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、明浜町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

東宇和郡明浜町大字俵津１番耕地５３９番第５地先から

同大字１番耕地７０１番地先までの公有水面

� 区域

次の１点から４１点までを順次直線で結んだ線並びに４１

点と１点とを結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋

２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（東宇和郡明浜町大字俵津１番耕地２６２番第１地

内に設置された標識点）は、北緯３３度１９分０２秒、東経１

３２度２９分５２秒の地点

１点は、基点から真北３３６度１９分２５秒１８．６メートルの

地点

２点は、１点から真北２５度１０分１５秒１．８メートルの地

点

３点は、２点から真北３０度０４分１９秒５．３メートルの地

点

４点は、３点から真北３１度５５分５７秒７．０メートルの地

点

５点は、４点から真北３２度４１分４３秒２０．２メートルの地

点

６点は、５点から真北３２度４０分１３秒９．２メートルの地

点

７点は、６点から真北３０３度０９分２０秒１．３メートルの

地点

８点は、７点から真北３２度５５分４７秒２．６メートルの地

点

９点は、８点から真北１２４度０２分３８秒１．３メートルの

地点

１０点は、９点から真北３２度５２分２９秒２４．６メートルの地

点

１１点は、１０点から真北３３度４８分５８秒６．４メートルの地

点

１２点は、１１点から真北３５度１９分５８秒８．３メートルの地

点

１３点は、１２点から真北３８度０４分１５秒９．２メートルの地

点

１４点は、１３点から真北３８度５４分３１秒１．４メートルの地

点

１５点は、１４点から真北３０９度３１分３３秒１．３メートルの

地点

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

愛媛県告示第４２６号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

建設事業総合管理システム用機器
一式

愛媛県土木部土木
管理課技術企画室
技術情報係
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１４年１月２８日

センチュリー・リー
シング・システム株
式会社四国支店
香川県高松市田町９
番地３

６５５，１７９円
（月額） 一般競争入札 平成１３年１２月１８日

��������������
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１６点は、１５点から真北３９度２７分３３秒２．６メートルの地

点

１７点は、１６点から真北１３２度１０分２９秒１．３メートルの

地点

１８点は、１７点から真北４０度２１分３０秒４．９メートルの地

点

１９点は、１８点から真北４２度２７分１１秒６．９メートルの地

点

２０点は、１９点から真北４４度３５分５２秒７．２メートルの地

点

２１点は、２０点から真北４６度３７分５０秒１９．５メートルの地

点

２２点は、２１点から真北４５度３２分１１秒１２．１メートルの地

点

２３点は、２２点から真北４３度２１分３９秒７．５メートルの地

点

２４点は、２３点から真北３８度０４分５１秒５．８メートルの地

点

２５点は、２４点から真北３０７度５２分１１秒２．０メートルの

地点

２６点は、２５点から真北３４度５９分１９秒４．１メートルの地

点

２７点は、２６点から真北１２２度３０分５７秒２．０メートルの

地点

２８点は、２７点から真北３３度１４分１６秒３．２メートルの地

点

２９点は、２８点から真北２８度４７分０８秒５．５メートルの地

点

３０点は、２９点から真北２３度１９分３４秒３．８メートルの地

点

３１点は、３０点から真北１８度０８分１５秒４．２メートルの地

点

３２点は、３１点から真北２８８度５８分２０秒３．０メートルの

地点

３３点は、３２点から真北１１度２９分４６秒１３．８メートルの地

点

３４点は、３３点から真北９９度２８分５８秒０．９メートルの地

点

３５点は、３４点から真北１４度３６分０９秒２．０メートルの地

点

３６点は、３５点から真北１０４度３４分４３秒１．８メートルの

地点

３７点は、３６点から真北３度１８分３８秒３．７メートルの地

点

３８点は、３７点から真北３５６度０２分３３秒４．７メートルの

地点

３９点は、３８点から真北３５１度５４分１５秒５．９メートルの

地点

４０点は、３９点から真北３４６度１０分０２秒５．５メートルの

地点

４１点は、４０点から真北３４６度０２分４４秒１．９メートルの

地点

� 面積

１，３４９．４４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成３年１月２２日 愛媛県指令２河第１０７５号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年３月１日

�������
愛媛県告示第４２８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、津島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 曽根貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域

� 位置

北宇和郡津島町曽根字家ノ谷８３４番２から同字曽根ノ

前９３２番３に至る間の地先公有水面

� 区域

次の各地点のうち、１の地点と２の地点を結ぶ公有水

面と４５番防波堤との境界線（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メート

ルにより決定）、２の地点から１０の地点までを順次直線

で結んだ線並びに１の地点と１０の地点を結ぶ春分及び秋

分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）における公

有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点（北宇和郡津島町曽根字家ノ谷８３４番２地先の４５

番防波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度０５分３６秒８

４６、東経１３２度２８分４３秒１４４の地点

１の地点は、基点から真北３３２度５９分１７秒２８．６８メー

トルの地点

２の地点は、１の地点から真北１５５度４９分３９秒２２．７７

メートルの地点

３の地点は、２の地点から真北２７１度３３分４８秒１．８２メ

ートルの地点

４の地点は、３の地点から真北１度３３分４８秒３．１０メー

トルの地点

５の地点は、４の地点から真北２７１度３３分４８秒１８９．９８

メートルの地点

６の地点は、５の地点から真北１８１度３３分４８秒３．１０メ

ートルの地点

７の地点は、６の地点から真北２７１度３３分４８秒５．１０メ

ートルの地点

８の地点は、７の地点から真北１度３３分４８秒３３．８１メ

ートルの地点

９の地点は、８の地点から真北２７１度３３分４８秒３．１０メ

ートルの地点

愛 媛 県 報平成１４年３月１日 第１３３５号
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１０の地点は、９の地点から真北１度３３分４８秒１．００メー

トルの地点

� 面積

３，３７１．５５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年３月２１日 愛媛県指令港第７８号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年３月１日

愛媛県告示第４２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市庄内町六丁目４７２番１地先から

同町六丁目４７２番１０地先まで

旧 ８．６～１０．２ ０．０３１

新 ８．６～１８．０ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 多喜浜泉川線
新居浜市庄内町六丁目４７２番１地先から

同町六丁目４７２番１０地先まで
平成１４年３月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 三坂松山線
松山市小村町２８０番５から

同町３０５番４まで

旧 １０．０～１６．０ ０．２５５

新 １３．４～１７．０ ０．２５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三坂松山線
松山市小村町２８０番５から

同町３０５番４まで
平成１４年３月３１日
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愛媛県告示第４３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 湯山高縄北条線
北条市横谷字城之元乙２５４番４から

同市横谷字ツガ浦丁１７８番２まで

旧 ５．０～１１．８ ０．１２１

新 ９．６～２５．０ ０．１２１

〃 〃 北条市横谷字ツガ浦丁１６７番１６
旧 ５．０～７．９ ０．０１２

新 １１．０～１５．３ ０．０１２

〃 〃 北条市横谷字上井手乙２２０番６
旧 ６．５～１４．２ ０．０８０

新 ９．９～２９．５ ０．０８０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線
北条市横谷字城之元乙２５４番４から

同市横谷字ツガ浦丁１７８番２まで
平成１４年３月１５日

〃 〃 北条市横谷字ツガ浦丁１６７番１６ 〃

〃 〃 北条市横谷字上井手乙２２０番６ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡美川村東川３８９７番２
旧 ４．５～５．３ ０．０３１

新 ４．５～１１．８ ０．０３１

県 道 美川小田線 上浮穴郡美川村大川２１８１番２
旧 ４．０～５．３ ０．００９

新 ７．３～８．３ ０．００９
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平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号 上浮穴郡美川村東川３８９７番２ 平成１４年３月１日

県 道 美川小田線 上浮穴郡美川村大川２１８１番２ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久万中山線
上浮穴郡小田町大字臼杵２５３６番１地先から

同大字２５３６番６まで

旧 ５．０～９．６
１２．２～２３．８

０．１２４
０．０３９

新 １２．２～２３．８ ０．０３９

〃 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川２９６７番２から

同村黒藤川２９７８番３まで

旧 ４．３～７．０ ０．１１３

新 １３．５～２９．０ ０．１１３

〃 直瀬渋草線

上浮穴郡面河村渋草６５７番地先から

同村渋草１９１０番地先まで
旧 ３．０～１０．０ ０．３１２

上浮穴郡面河村渋草６５４番地先から

同村渋草６３１番３まで
新 ９．６～２２．６ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川川内線
上浮穴郡美川村黒藤川２９６７番２から

同村黒藤川２９７８番３まで
平成１４年３月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北４０１９番７から

同町大瀬北４０１９番４まで

旧 ４．０～９．２ ０．０４０

新 １３．８～３９．５ ０．０４１
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愛 媛 県 報平成１４年３月１日 第１３３５号

２３４



愛媛県告示第４４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬北４０１９番７から

同町大瀬北４０１９番４まで
平成１４年３月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
東宇和郡明浜町大字狩浜４番耕地１０６４番１から

同大字３番耕地１８１７番１まで

旧 １２．９～１６．０ ０．０３９

新 １８．０～２７．０ ０．０３９

県 道 鳥坂宇和線 東宇和郡宇和町大字田野中１４０１番２
旧 ４．９～５．１ ０．０２９

新 １３．０～１５．０ ０．０２９

〃 日向谷高野子線
東宇和郡城川町大字川津南１９５１番１地先から

同大字１９７１番地先まで

旧 ５．２～８．２ ０．１０１

新 ８．０～１６．４ ０．１０１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
東宇和郡明浜町大字狩浜４番耕地１０６４番１から

同大字３番耕地１８１７番１まで
平成１４年３月１日

県 道 鳥坂宇和線 東宇和郡宇和町大字田野中１４０１番２ 〃

〃 日向谷高野子線
東宇和郡城川町大字川津南１９５１番１地先から

同大字１９７１番地先まで
〃
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愛 媛 県 報平成１４年３月１日 第１３３５号

２３５



愛媛県告示第４４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和野村線
東宇和郡宇和町大字卯之町四丁目５２２番から

同町大字稲生２６番まで

旧 ９．６～３５．０ ０．９４２

新 １７．８～２２１．８ ０．９４２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥坂宇和線
東宇和郡宇和町大字信里１５６６番２から

同大字１５６７番２まで

旧 ７．８～２０．０ ０．０６３

新 １５．０～２５．５ ０．０６３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥坂宇和線
東宇和郡宇和町大字信里１５６６番２から

同大字１５６７番２まで
平成１４年３月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河内立間停車場線
北宇和郡吉田町大字立間字ウラダ２番耕地２８６８番１地
先から

同字２番耕地２８６８番４地先まで

旧 ４．０～１８．２ ０．０４０

新 １１．５～１８．２ ０．０４０

〃 西谷吉田線 北宇和郡吉田町大字立間字�２番耕地２２７７番４
旧 １１．３ ０．００４

新 １３．３ ０．００４
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愛媛県告示第４４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河内立間停車場線
北宇和郡吉田町大字立間字ウラダ２番耕地２８６８番１地先から

同字２番耕地２８６８番４地先まで
平成１４年３月１日

〃 西谷吉田線 北宇和郡吉田町大字立間字�２番耕地２２７７番４ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２５２８番から

同大字２５１４番２まで

旧 ４．９～１６．２ ０．３１０

新 １９．０～３１．０ ０．３０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
北宇和郡津島町大字御内２５２８番から

同大字２５１４番２まで
平成１４年３月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡内海村網代４８４番地先から

同村網代４９１番２地先まで

旧 ４．０～９．８ ０．０５８

新 ６．７～１０．２ ０．０５８

〃 〃
南宇和郡内海村魚神山１７番３地先から

同村魚神山３２番２まで

旧 ５．０～１５．６ ０．０８８

新 １７．３～５０．３ ０．０８８

〃 〃
南宇和郡内海村魚神山１１５７番２から

同村魚神山１１４０番２まで

旧 ４．６～１４．６ ０．３１３

新 １１．８～６５．２ ０．３１３
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その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡城辺町緑乙１５８５番地先から

同町緑乙１２０９番４まで
平成１４年３月１日

〃 網代鳥越線
南宇和郡内海村網代４８４番地先から

同村網代４９１番２地先まで
〃

〃 〃
南宇和郡内海村魚神山１７番３地先から

同村魚神山３２番２まで
平成１４年３月２０日

〃 〃
南宇和郡内海村魚神山１１５７番２から

同村魚神山１１４０番２まで
平成１４年３月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡城辺町僧都８７８番６から

同町僧都８７８番７まで

旧 ３．２～９．０ ０．１８８

新 ６．３～３８．０ ０．１６９

〃 〃
南宇和郡城辺町僧都８４３番４から

同町僧都８２８番２まで

旧 ３．５～３５．０ ０．２２２

新 １０．０～４６．０ ０．２１５

〃 〃
南宇和郡城辺町僧都２１６番から

同町僧都４６番２まで

旧 ４．６～１１．８ ０．３４５

新 ５．１～５１．２ ０．３４５

〃 〃
南宇和郡城辺町緑甲２０１０番２から

同町緑甲２００９番５まで

旧 ５．４～６．４ ０．１６４

新 １１．３～３３．３ ０．１６４

〃 〃
南宇和郡城辺町緑甲１０１７番２から

同町緑甲１０１４番１地先まで

旧 ５．９～６．９ ０．０６５

新 １１．５～２０．０ ０．０６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡城辺町僧都８７８番６から

同町僧都８７８番７まで
平成１４年３月１日
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愛媛県告示第４５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
南宇和郡城辺町僧都８４３番４から

同町僧都８２８番２まで
〃

〃 〃
南宇和郡城辺町僧都２１６番から

同町僧都４６番２まで
〃

〃 〃
南宇和郡城辺町緑甲２０１０番２から

同町緑甲２００９番５まで
〃

〃 〃
南宇和郡城辺町緑甲１０１７番２から

同町緑甲１０１４番１地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町樫月１７２番地先から

同町樫月２３１番地先まで

旧 １０．０～５９．６ ０．５２６

新 １０．０～５９．６
１１．２～１５１．０

０．５２６
０．２４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町樫月１７２番地先から

同町樫月２３１番地先まで
平成１４年３月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町樽見５９７番２から

同町樽見３５９番１地先まで

旧 ４．０～１３．０ ０．２４６

新 ４．０～１３．０
１４．５～５２．０

０．２４６
０．２５５
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愛媛県告示第４５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分

なし

� 削除する部分

西条市禎瑞の一部

�������
愛媛県告示第４６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

３・４・６９土手内中西外線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 北条市大字土手内字大町及び字六反地

、大字辻字芥子地、字吉黒及び字下宮

ノ窪並びに大字中西内字横田

� 削除する部分 北条市大字土手内字大町及び字六反地

、大字辻字下中溝、字芥子地、字上中

溝、字吉黒、字下宮ノ窪、字大坪及び

字宮ノ窪並びに大字中西外字末元

�������
愛媛県告示第４６１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画公園４・４・５南吉田東公園の変更に係る都市計画の図

書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第４５８号
車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のように指定する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡西海町樽見５９７番２から

同町樽見３５９番１地先まで
平成１４年３月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 指定する期日

一 般 国 道 １９４号
愛媛県西条市藤之石字寒風山国有林３８林班か小班から

愛媛県西条市中野字楠甲４７０番地１０地先まで
平成１４年４月１日

一 般 国 道 １９７号
愛媛県八幡浜市八幡浜字中深１２０８番３から

愛媛県西宇和郡三崎町三崎字ハマ２０００番２地先まで
平成１４年４月１日

一 般 国 道 ３７８号
愛媛県喜多郡長浜町大字長浜甲１０１９番２地先から

愛媛県西宇和郡保内町宮内２番耕地１３４番１地先まで
平成１４年４月１日

県 道 伊予松山港線
愛媛県伊予郡松前町大字筒井字城新田１４５２番１地先から

愛媛県松山市西垣生町２７８番１地先まで
平成１４年４月１日

県 道
松 山
松 前 線
伊 予

愛媛県伊予郡松前町西高柳９３番地先から

愛媛県伊予郡松前町大字筒井字一水口６番地先まで
平成１４年４月１日

公 告
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１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県広報紙県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び

配送

� 調達物品名及び数量

愛媛県広報紙県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び

配送（毎月５７３，３５０部、１２回発行） 一式

� 調達物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 履行期間

契約締結の日から平成１５年３月３１日まで

	 納入場所

知事が指定する場所


 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パ－セントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「印刷・製本類」について

平成１４年度及び平成１５年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事

項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 仕様書に定める納入期日に確実に納入できる体制が整

備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ２３１０

� 入札書の受領期限

平成１４年４月１１日（木）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１４年４月１１日（木）午後２時

愛媛県総務部総務管理課会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

	 契約書作成の要否

要


 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：Printing
related to５７３，３５０×１２copies of Ehime Prefecture's newsletter
�Sawayaka Ehime�

� Time limit of tender：２：００p．m．，１１April２００２
� For further information，please contact：Supplies Procurement
Section，General Administration Division，General Affairs
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，
Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext２３１０

公 告

技能検定の実施について

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定に基づき、技能検定の実施について次のとお

り公示する。

平成１４年３月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施職種及び等級の区分

技能検定は、次の表の左欄に掲げる職種について、同表の右欄に掲げる等級に区分して実施する。

��������������

愛 媛 県 報平成１４年３月１日 第１３３５号

２４１



２ 試験の方法

実技試験及び学科試験

３ 実施期日及び実施場所

� 実施期日

ア 実技試験

平成１４年６月１２日（水）から９月８日（日）までの間において、愛媛県職業能力開発協会が指定する日

ただし、基礎１級、基礎２級及び３級（技能実習制度に係るものに限る。）については、上記の期間にかかわらず愛

媛県職業能力開発協会が指定する日

イ 学科試験

実施職種ごとに、次の表のとおりとする。

ただし、基礎１級、基礎２級及び３級（技能実習制度に係るものに限る。）については、愛媛県職業能力開発協会が

指定する日

� 実施場所

愛媛県職業能力開発協会が指定する場所

４ 技能検定受検申請書の提出期間

平成１４年４月４日（木）から１７日（水）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

なお、基礎１級、基礎２級及び３級（技能実習制度に係るものに限る。）については、随時受け付ける。

５ 技能検定受検申請書の請求先及び提出先

松山市三番町四丁目１０番地１ 愛媛県三番町ビル内

愛媛県職業能力開発協会

職 種 等 級

ビル設備管理、造園、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造に係るものに限る。）、金属熱処理（一般熱処理に係るものに限る。）、機
械加工（普通旋盤、フライス盤、ボール盤、横中ぐり盤、ジグ中ぐり盤、平面研削盤、円筒研削盤、ホブ盤、数値制御
旋盤、数値制御フライス盤及びマシニングセンタに係るものに限る。）、放電加工、金属プレス加工、鉄工（製缶及び
構造物鉄工に係るものに限る。）、建築板金、工場板金（曲げ板金に係るものに限る。）、仕上げ、電子機器組立て、
電気機器組立て（配電盤・制御盤組立てに係るものに限る。）、産業車両整備、建設機械整備、婦人子供服製造（婦人
子供注文服製作に係るものに限る。）、木型製作、家具製作（家具手加工に係るものに限る。）、建具製作（木製建具
手加工に係るものに限る。）、印刷（オフセット印刷に係るものに限る。）、プラスチック成形（インフレーション成
形に係るものに限る。）、陶磁器製造（絵付けに係るものに限る。）、石材施工（石張りに係るものに限る。）、とび
、左官、ブロック建築、タイル張り、畳製作、防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事、アクリルゴム系塗膜防水工事
及びシーリング防水工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上
げ工事、鋼製下地工事及びボード仕上げ工事に係るものに限る。）、熱絶縁施工（保温保冷工事に係るものに限る。）
、サッシ施工、表装、塗装（建築塗装及び金属塗装に係るものに限る。）、広告美術仕上げ（広告面ペイント仕上げ及
び広告面粘着シート仕上げに係るものに限る。）、写真、商品装飾展示及びフラワー装飾

１級及び２級

造園、金属熱処理（一般熱処理に係るものに限る。）、機械加工（普通旋盤、フライス盤、平面研削盤、数値制御旋盤
及びマシニングセンタに係るものに限る。）、電子機器組立て、和裁、とび、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上
げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事及びボード仕上げ工事に係るものに限る。）、広告美術仕上げ（広
告面粘着シート仕上げに係るものに限る。）、写真及び商品装飾展示

３級

さく井、鋳造、鍛造、機械加工（３級にあっては普通旋盤及びフライス盤に係るものに限る。）、金属プレス加工、鉄
工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器
組立て、電気機器組立て、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、帆布製品製
造、布はく縫製、家具製作、建具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、ハム・ソ
－セ－ジ・ベ－コン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠施工、鉄
筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、
塗装及び工業包装

基礎１級、基礎２級
及び３級（技能実習
制度に係るものに限
る。）

金属熱処理（一般熱処理に係るものに限る。）、金属プレス加工、産業車両整備、和裁、プラスチック成形（インフレ
ーション成形に係るものに限る。）、とび、防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事、アクリルゴム系塗膜防水工事及
びシーリング防水工事に係るものに限る。）、サッシ施工及び塗装（建築塗装及び金属塗装に係るものに限る。）

平成１４年８月２５日�

機械加工（普通旋盤、フライス盤、ボール盤、横中ぐり盤、ジグ中ぐり盤、平面研削盤、円筒研削盤、ホブ盤、数値制
御旋盤、数値制御フライス盤及びマシニングセンタに係るものに限る。）、鉄工（製缶及び構造物鉄工に係るものに限
る。）、電子機器組立て、建設機械整備、婦人子供服製造（婦人子供注文服製作に係るものに限る。）、木型製作、家
具製作（家具手加工に係るものに限る。）、建具製作（木製建具手加工に係るものに限る。）、印刷（オフセット印刷
に係るものに限る。）、左官、畳製作、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、
鋼製下地工事及びボード仕上げ工事に係るものに限る。）、広告美術仕上げ（広告面ペイント仕上げ及び広告面粘着シ
ート仕上げに係るものに限る。）及び商品装飾展示

平成１４年９月１日�

写真 平成１４年９月４日�

ビル設備管理、造園、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造に係るものに限る。）、放電加工、建築板金、工場板金（曲げ板金に係るも
のに限る。）、仕上げ、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立てに係るものに限る。）、陶磁器製造（絵付けに係るも
のに限る。）、石材施工（石張りに係るものに限る。）、ブロック建築、タイル張り、熱絶縁施工（保温保冷工事に係
るものに限る。）、表装及びフラワー装飾

平成１４年９月８日�
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